
9.主な医療福祉制度について 
病院から退院して、在宅で⽣活し始めると病院との関わりを中⼼とした医療に加えて、在宅医による訪問診療、

看護師による訪問看護、療法⼠による訪問リハビリテーションなどの在宅医療も必要な場合が出てきます。また、
医療では充分と⾔えない普段の⽣活サポートとしての福祉サービスも必要な場合が少なからずあります。療育の
場を提供する児童発達⽀援、放課後等デイサービスや、学校卒業後の⽣活サポートをする⽣活介護、就労の場を
提供したり橋渡しをしていく就労⽀援等、様々な⽣活シーンに合わせて様々なサービスがあります。岐⾩県では
重症⼼⾝障がい在宅⽀援センター「みらい」が医療と福祉双⽅の相談窓⼝として機能しています。気軽に相談し
て頂ければと思います。 
この章では、利⽤できる医療や福祉サービスの種類、サービスを利⽤する上で取得しておくべき⼿帳の類いや、
利⽤に際して知っておくべき公的助成制度等について述べさせて頂きます。 
 
1. 医療サービスの種類 
① 医療給付（公費負担医療制度） 
医療保険の利⽤に際して、⾃⼰負担分を国・県・市町村が助成する制度です。居住地により適応される年令や、
費⽤の助成の仕⽅が異なります。例えば岐⾩県では、出⽣後、出⽣届の提出に連動した乳幼児医療費助成制度に
より義務教育終了までは医療費の窓⼝での⾃⼰負担分⽀払いは免除されます。他県では、対象年令が 18 歳まで
であったり、⾃⼰負担分を窓⼝で⼀度⽀払った後に、後⽇還付されたりする場合もあります。 

医療給付の種類 
・乳幼児医療費助成制度：出⽣届を提出すると対象となります。⼩児の医療費の⾃⼰負担分を市町村が助成し

ます。岐⾩県では全市町村で少なくとも義務教育終了までは助成され、⼀部⾃治体では⾼校⽣までが対象で
す。 

・重度⼼⾝障害者医療費助成制度：⾝体障害者⼿帳 1〜3 級または療育⼿帳 A1、A2、B1 を所持しているお⼦
さんが対象になります。在宅医療のサービスを受けるためには必須となります。 

② 養育医療 
体出⽣体重や早産などの未熟な状態で出⽣し⼊院治療を必要とする新⽣児が対象となります。⼊院している
間に⼿続きし、退院までが給付期間になります。 

③ 育成医療（⾃⽴⽀援医療） 
⾝体に障害がある 18 歳未満の児童で、⼿術等の治療によって軽快の⾒込みのある場合が対象となります。給
付対象は⼊院・通院の両⽅です。18 歳以上は更⽣医療となり、対象疾患の⾝体障害者⼿帳が必要になります。 

④ ⼩児慢性特定疾病 
対象は 18 歳未満の児童で、病状が国の定める基準に合致している場合に適応されます。⼈⼯呼吸器使⽤な
ど、重症申請可能な場合は⾃⼰負担がさらに軽減されます。1 年毎の更新で 20 歳までが対象です。20 歳以
降は指定難病に移⾏できる疾患もあります。保健所に申請します。 

⑤ 指定難病 
厚⽣労働⼤⾂が指定する難病の⽅について、医療費の⾃⼰負担分が軽減されます。保健所に申請します。 

⑥ 産科医療保障制度 
出⽣した児が分娩時障害により脳性⿇痺等になった場合に対象となり認定によって補償される制度です。 

⑦ 在宅難病患者⼀時⼊院事業 
医療依存度の⾼い在宅難病患者を介護する家族等の負担軽減を図る為、⼀時⼊院・⻑時間訪問看護を実施す
る事業です。利⽤⽉ごとに保健所に申請する必要があります。 

⑧ 在宅⼈⼯呼吸器使⽤指定難病等患者訪問看護⽀援事業 
在宅で⼈⼯呼吸器を装着し特別な配慮を必要とする難病の⽅について、訪問看護で医療保険の適⽤外となる



部分を⽀援します。委託先の訪問看護ステーションから保健所に申請します。 
⑨ 岐⾩県⼝腔保健センター障害者⻭科診療所 

⼀般の⻭科診療所では治療が困難な障がい者の⽅を対象にしています。岐⾩県の協⼒の下、岐⾩県⻭科医師
会が岐⾩県⻭科医師会館内（岐⾩市加納城南通 1-18）で運営しています。 

 
2. 福祉制度の種類や仕組み 
それぞれについて簡単な説明を以下に記します。 
① 児童福祉法に基づく国による⾃⽴⽀援給付による福祉サービス 

 
② 障害者総合⽀援法に基づく国による⾃⽴⽀援給付による福祉サービス 

 



③ 障害者総合⽀援法に基づく市町村事業としての地域⽣活⽀援事業による福祉サービス 
＊市町村毎にサービス内容は独⾃に定めています。以下に⼀般的な事例を表で⽰します。 

 

④ 福祉サービスを利⽤する上で必要な⼿帳類の取得 
・⾝体障害者⼿帳の取得：肢体不⾃由、視覚障害、聴覚障害、内部機能障害など病状毎に異なった診断書を
医師が作成し、⾃治体の審査を経て認定されると⼿帳が交付されます。⾞椅⼦制作の補助などは⼿帳の取得
後に可能となります。⼀般的に 3 歳前後での取得となりますが、⻑期間に渡り症状が固定されていると⾒な
される場合に 1 歳前からでも取得可能な場合があります。在宅移⾏の前に⼿帳を予め取得する事が望ましい
と思われます。 
・療育⼿帳の取得：知的障害児（者）が各種の⽀援や相談を受けやすくするための⼿帳です。知能検査や発
達検査に基づいて児童相談所または知的障害者更⽣相談所において判定され交付されます。⼀般的には 2歳
以後の取得となりますが、病状などによりそれ以前に取得できる場合があります。可能であれば、⾃宅移⾏
の前に⼿帳取得できるか確認して下さい。 

⑤ 障がい児に関する⼿当 
・特別児童扶養⼿当：精神⼜は⾝体障がいを有する 20歳未満の児童を養育する保護者の⽅に⽀給されます。
保護者の所得と病状によって⽀給額が決まる制度です。 
・児童福祉⼿当：重度の障害児（⾝体障害者⼿帳 1〜2級程度、⼜は精神の障がいが労働不能で常時監視や介
護が必要等）を持つ⽗⺟が⽀給対象で、離婚、⽚親の死亡、⽗⺟のいずれかに⼀定程度の障害が有る等が要
件となります。所得制限があります。 
・障害児福祉⼿当：精神⼜は⾝体に法令で定める程度の重度の障がいがあり常時介護を要する 20 歳未満の
障がい児に⽀給。所得制限があります。 



 

 
⑥ 障害者総合⽀援法に基づく国による補装具・⽇常⽣活⽤具等の⽀給 

・補装具について 
⾝体上の障がいを補う為の補装具の⽀給（購⼊、修理、借受け）が受けられます。費⽤は種類別に基準額が
決められています。補装具の例を表で⽰します。市町村に申請します。⾃⼰負担のある場合があります。 

 

・⽇常⽣活⽤具等について 



⽇常⽣活の便宜を図るため、⽤具の給付もしくは貸与をする制度です。市町村に申請します。⾃⼰負担のあ
る場合があります。参考例の表を⽰します。 

 
 


